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(57)【要約】
【課題】不必要な接着剤がレンズ駆動装置内部に浸透し
てしまうのを防ぎ、ひいてはレンズ駆動装置の性能低下
を防ぐことが可能なレンズ駆動装置を提供する。
【解決手段】レンズを備えた移動体（スリーブ１５）と
、板バネ１３'を介して移動体を光軸方向に移動可能に
支持する支持体（ホルダ受け１９）と、移動体を光軸方
向に駆動する磁気駆動機構（マグネット１７など）と、
を有するレンズ駆動装置１において、支持体には、板バ
ネ１３'を接着剤で固定する固定部（板バネ平坦部１９
０ｂ）が設けられ、その固定部の近傍には、固定部に塗
布した接着剤の拡散を防ぐ拡散防止手段（接着剤浸透防
止溝１９５など）が形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズを備えた移動体と、
　板バネを介して前記移動体を光軸方向に移動可能に支持する支持体と、
　前記移動体を光軸方向に駆動する磁気駆動機構と、を有するレンズ駆動装置において、
　前記支持体には、前記板バネを接着剤で固定する固定部が設けられ、
　前記固定部の近傍には、当該固定部に塗布した前記接着剤の拡散を防ぐ拡散防止手段が
形成されていることを特徴とするレンズ駆動装置。
【請求項２】
　前記板バネは、前記固定部に接着される枠体と、当該枠体の内周に設けられた内枠と、
当該枠体と当該内枠に掛け渡されたアーム部と、を備えており、
　前記拡散防止手段は、少なくとも、前記枠体と前記アーム部との付け根近傍に形成され
ていることを特徴とする請求項１記載のレンズ駆動装置。
【請求項３】
　前記拡散防止手段は、前記固定部から光軸方向に向かって傾斜する傾斜面を有している
ことを特徴とする請求項１又は２記載のレンズ駆動装置。
【請求項４】
　前記拡散防止手段は、溝形状であることを特徴とする請求項１又は２記載のレンズ駆動
装置。
【請求項５】
　前記枠体は、少なくとも一部が切り欠かれた切り欠き部を備えており、前記アーム部の
一部が前記固定部に取り付けられていることを特徴とする請求項２から４のいずれか記載
のレンズ駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズを光軸方向に変位駆動して被写体の像を結像させるレンズ駆動装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カメラが搭載されたカメラ付き携帯電話機が普及するにつれ、その携帯電話機を
用いて様々な被写体を撮影する機会が増えている。例えば、友人や風景など、カメラのレ
ンズからある程度離れた被写体を撮影（通常撮影）したり、バスの時刻表や花びらなど、
カメラのレンズと近接した位置にある被写体を撮影（接写撮影）したりする場合がある。
【０００３】
　接写撮影（マクロ撮影）の場合、カメラのレンズ位置は、通常撮影時のレンズ位置より
も、僅かに被写体側に近づいた位置にする必要がある。そのため、この種の撮影レンズ系
では、レンズを光軸方向に変位駆動する駆動機構を備えており、スイッチの切り替えによ
ってこの駆動機構を駆動し、レンズを光軸方向に移動させることができるようになってい
る（例えば特許文献１，特許文献２参照）。
【０００４】
　ここで、特許文献１及び特許文献２に開示されたレンズ駆動装置では、レンズ支持体（
スリーブ）が２個のスプリング（板バネ）によって挟持されており、それらの付勢力によ
って変位量が調整されるようになっている。また、２個のスプリングのうち、後側（被写
体から遠い方）のスプリング（板バネ）は、ケース（ヨーク）とベース（ホルダ受け）に
挟み込まれて固定されており、これらケースやベースのうち、スプリングが取り付けられ
る面（取り付け面）は、いずれもストレートな平面形状（レンズの光軸方向と直交する面
）となっている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－５８６６２号公報
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【特許文献２】特開２００７－９４３６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した後側のスプリングをケースとベースに固定するにあたって接着
剤を用いた場合、その接着剤が、レンズ駆動装置の内部に浸透して、装置の性能低下を招
来する虞がある。
【０００７】
　具体的に説明すると、ケースとベースの間にスプリングを挟みこみ、その後、レンズ駆
動装置外部から、接着剤でこれら３要素を接着固定することを考える。接着剤を熱硬化さ
せるため、或いは、接着剤の硬化促進のため、ＦＡ接着の接着剤を塗布後、レンズ駆動装
置を加熱すると、毛細管現象によって接着剤が装置内部に浸透してしまう場合がある。こ
の場合、実際のスプリング長が多少変化し、その結果、ストロークの減少，ばね定数の変
化又は可動時のチルト増大といった装置の性能低下を招来する虞がある。
【０００８】
　本発明は、以上の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、不必要な接着剤がレン
ズ駆動装置内部に浸透してしまうのを防ぎ、ひいてはレンズ駆動装置の性能低下を防ぐこ
とが可能なレンズ駆動装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以上のような課題を解決するために、本発明は、以下のものを提供する。
【００１０】
　（１）　レンズを備えた移動体と、板バネを介して前記移動体を光軸方向に移動可能に
支持する支持体と、前記移動体を光軸方向に駆動する磁気駆動機構と、を有するレンズ駆
動装置において、前記支持体には、前記板バネを接着剤で固定する固定部が設けられ、前
記固定部の近傍には、当該固定部に塗布した前記接着剤の拡散を防ぐ拡散防止手段が形成
されていることを特徴とするレンズ駆動装置。
【００１１】
　本発明によれば、移動体と、支持体と、磁気駆動機構と、を有するレンズ駆動装置で、
支持体には、板バネを接着剤で固定する固定部が設けられ、その固定部の近傍に、固定部
に塗布した接着剤の拡散を防ぐ拡散防止手段を形成することとしたので、毛細管現象など
によって接着剤が浸透してしまうのを防ぐことができる。よって、ストロークの減少，ば
ね定数の変化又は可動時のチルト増大といった性能低下を防止することができる。
【００１２】
　（２）　前記板バネは、前記固定部に接着される枠体と、当該枠体の内周に設けられた
内枠と、当該枠体と当該内枠に掛け渡されたアーム部と、を備えており、前記拡散防止手
段は、少なくとも、前記枠体と前記アーム部との付け根近傍に形成されていることを特徴
とするレンズ駆動装置。
【００１３】
　本発明によれば、板バネは、枠体と、内枠と、アーム部とを備えており、拡散防止手段
を、少なくとも枠体とアーム部との付け根付近に形成することとしたので、接着剤がアー
ム部を伝ってレンズ駆動装置内部へ浸透してくることを防ぐことができ、ひいてはレンズ
駆動装置の性能低下を防ぐことができる。
【００１４】
　（３）　前記拡散防止手段は、前記固定部から光軸方向に向かって傾斜する傾斜面を有
していることを特徴とするレンズ駆動装置。
【００１５】
　本発明によれば、拡散防止手段は、固定部から光軸方向に向かって傾斜する傾斜面を有
していることとしたので、板バネと支持体とによって囲まれた空間の体積を大きくするこ
とができ、ひいては毛細管現象による接着剤の浸透を防止することができる。
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【００１６】
　（４）　前記拡散防止手段は、溝形状であることを特徴とするレンズ駆動装置。
【００１７】
　本発明によれば、拡散防止手段は、溝形状であることとしたので、板バネと支持体とに
よって囲まれた空間の体積を大きくすることができ、ひいては毛細管現象による接着剤の
浸透を防止することができる。
【００１８】
　（５）　前記枠体は、少なくとも一部が切り欠かれた切り欠き部を備えており、前記ア
ーム部の一部が前記固定部に取り付けられていることを特徴とするレンズ駆動装置。
【００１９】
　本発明によれば、アーム部を直接支持体に取り付けることができるので、部品のコスト
を削減することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係るレンズ駆動装置によれば、毛細管現象等によって、不必要な接着剤が装置
内に浸透するのを防ぐことができ、ひいては装置の性能低下を防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態に係るレンズ駆動装置１の機械構成を示す断面図である。
また、図２は、本発明の実施の形態に係るレンズ駆動装置１の分解斜視図である。なお、
図１において、説明の便宜上、右上を被写体に近い前側（上側）とし、左下をカメラボデ
ィに近い後側（下側）とする。
【００２３】
　図１において、レンズ駆動装置１は、主として、カバー１０と、ケース１１と、ホルダ
受け１９とから構成されている。また、ケース１１とホルダ受け１９との境界付近から、
後側の板バネ１３'の端子が露出している。また、レンズ駆動装置１は、一般的に複数枚
のレンズが取り付けられた鏡筒（図示せず）を有しており、この鏡筒は、光軸方向に移動
可能なスリーブ１５（図２参照）の内部に取り付けられる。
【００２４】
　なお、鏡筒に取り付けられたレンズ枚数は、何枚であってもよい。また、スリーブ１５
は、レンズを備えた移動体の一例として、ホルダ受け１９は、板バネ１３'を介して移動
体を光軸方向に移動可能に支持する支持体の一例として機能する。
【００２５】
　図２において、ケース１１とホルダ受け１９は嵌め込み可能であって、これらによって
、スリーブ１５等がレンズ駆動装置１の内部に格納されるようになっている。また、マグ
ネット１７は、組み立てたとき、ケース１１の内周面から内側に突出するように固着され
る。なお、マグネット１７は、レンズの光軸方向と直交する方向に着磁されている。
【００２６】
　スリーブ１５の外周には、前側に、リング状に形成された第１コイル１４が固着されて
おり、後側に、リング状に形成された第２コイル１４'が固着されている。すなわち、組
み立てたとき、スリーブ１５の外周において、マグネット１７よりも前側に、このマグネ
ット１７に対向するように第１コイル１４が配置されることになり、この第１コイル１４
との関係で光軸方向にマグネット１７が介在するように、第２コイル１４'が配置される
ことになる。その結果、組み立て完成時（図１参照）、第１コイル１４の後端面とマグネ
ット１７の前端面とが対向し、第２コイル１４'の前端面とマグネット１７の後端面とが
対向している。
【００２７】
　マグネット１７のＮ極から出た磁束は、例えば、スリーブ１５，第１コイル１４，ケー
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ス１１（或いは、ケース１１を構成するヨーク）を通過して、再びマグネット１７に戻っ
てくる。また、マグネット１７のＮ極から出た磁束は、例えば、スリーブ１５，第２コイ
ル１４'，ケース１１（ケース１１を構成するヨーク）を通過して、再びマグネット１７
に戻ってくる。従って、第１コイル１４，第２コイル１４'，ケース１１（ヨーク），ス
リーブ１５といった部材によって、磁気回路（磁路）が形成されることになる。この場合
、スリーブ１５の材料としては、磁性材料を用いることが好ましい。
【００２８】
　このように、ケース１１（ケース１１を構成するヨーク）やマグネット１７、第１コイ
ル１４及び第２コイル１４'は、スリーブ１５を光軸方向に駆動する磁気駆動機構の一例
として機能する。なお、本実施形態では、第１コイル１４及び第２コイル１４'がスリー
ブ１５に固着されているタイプについて説明しているが、例えば、コイルがケース１１に
固着されているタイプのものについても、本発明は適用可能である。また、スリーブ１５
は、磁気回路（磁路）を構成する材料から除くことも可能である。
【００２９】
　カバー１０の前側中央には、被写体からの反射光をレンズに取り込むための円形の入射
窓１８が設けられている（図２）。また、レンズ駆動装置１には、スリーブ１５の移動を
規制する板バネ１３及び板バネ１３'が設けられている。板バネ１３'は、電流を流す金属
製のバネであって、第１コイル１４又は第２コイル１４'に対して電流を供給する機能を
有している。
【００３０】
　このような構成からなるレンズ駆動装置１によれば、板バネ１３及び板バネ１３'によ
る弾性力を利用して、第１コイル１４及び第２コイル１４'が固着されたスリーブ１５を
所望の位置に停止させることができる。次に、レンズ駆動装置１の組み立て方法について
簡単に説明する。
【００３１】
　第１コイル１４及び第２コイル１４'は、予めスリーブ１５の外周に固着させておくと
ともに、鏡筒（図示せず）は、予めスリーブ１５の内部に組み込んでおく。また、マグネ
ット１７は、予めケース１１の内周面に固着させておく。
【００３２】
　図２において、まず、板バネ１３'をホルダ受け１９に取り付ける。次に、スリーブ１
５の外周に固着された第１コイル１４と第２コイル１４'との間にマグネット１７が介在
するようにして、マグネット１７及びケース１１を一体化（固着）させる。そして、ケー
ス１１を、ホルダ受け１９に固定する。このとき、スリーブ１５の後端は、板バネ１３'
の最も内側の部分（図６に示す内枠１３'ｃ）に載置される。次に、板バネ１３を、その
最も内側の円周部分がスリーブ１５の前端に当接するように載置した後、カバー１０をケ
ース１１と係合させる。このようにして、図１に示すレンズ駆動装置１を組み立てること
ができる。なお、板バネ１３及び板バネ１３'には、ラジアル方向外側に舌状のものが形
成されており（図２では、光軸方向に折れ曲がっている）、これは、コイルへの給電部と
なる。
【００３３】
　ここで、図１に示すように、本実施形態に係るレンズ駆動装置１のホルダ受け１９（及
びケース１１の端部）には、その外周に接着剤注入溝１９ａが形成されている。この接着
剤注入溝１９ａは、図１では２個しか視認できないが、全部で８個形成されている（四辺
のそれぞれに２個形成されている）。
【００３４】
　ケース１１とホルダ受け１９の間に板バネ１３'を挟みこみ、その後、これらを接着固
定するために、レンズ駆動装置１の外部から、接着剤注入溝１９ａに接着剤を注入する（
例えばディスペンサーを用いる）。そして、接着剤の硬化を促進するため、レンズ駆動装
置１を加熱する。
【００３５】
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　このとき、従来のレンズ駆動装置だと、毛細管現象によって接着剤が内部に浸透してし
まうことがあった。しかし、本実施形態に係るレンズ駆動装置１によれば、接着剤の浸透
を防ぐことができる。以下、詳細に説明する。
【００３６】
　図３は、レンズ駆動装置１におけるホルダ受け１９の拡大図である。図４は、拡散防止
手段の一例を説明するための図である。なお、図４（ａ）及び図４（ｂ）は、図３におけ
る点線枠を拡大したときの様子を示している。また、図４（ｃ）及び図４（ｄ）は、それ
ぞれ図４（ａ）及び図４（ｂ）においてＸ－Ｘ'で切断したときの切断面を示している。
さらに、図４（ａ）は、説明の便宜上、従来のレンズ駆動装置を示しており、図４（ｂ）
が、本実施形態に係るレンズ駆動装置１を示している。
【００３７】
　図４（ａ）において、従来のレンズ駆動装置におけるホルダ受けは、平坦部１９０ａと
、板バネ平坦部１９０ｂと、コーナー壁部１９１及び辺壁部１９２'とを有している。平
坦部１９０ａ及び板バネ平坦部１９０ｂは、光軸方向と直交する面に含まれており、いず
れもストレートな平面形状となっている。
【００３８】
　図４（ａ）で特徴的なのは、辺壁部１９２'である。辺壁部１９２'は、光軸方向と平行
な平面に含まれており、コーナー壁部１９１と同様の形状となっている。すなわち、レン
ズ駆動装置１内において板バネ平坦部１９０ｂが折れ曲がる箇所は、直角形状となってい
る（図４（ｃ）参照）。
【００３９】
　一方で、図４（ｂ）において、本実施形態に係るレンズ駆動装置１におけるホルダ受け
１９は、平坦部１９０ａと、板バネ平坦部１９０ｂと、コーナー壁部１９１及び辺壁部１
９２とを有している。
【００４０】
　図４（ｂ）で特徴的なのは、辺壁部１９２である。辺壁部１９２は、図４（ａ）に示す
辺壁部１９２'と異なって、光軸方向と平行な平面に含まれていない。すなわち、レンズ
駆動装置１内において板バネ平坦部１９０ｂが折れ曲がる箇所は、鈍角形状（光軸方向と
平行な平面に対して傾斜するような形状）となっている（図４（ｄ）参照）。
【００４１】
　このような形状とすることによって、レンズ駆動装置１内の空間体積を大きくすること
ができる。換言すれば、板バネ１３'，辺壁部１９２'及び平坦部１９０ａ等で囲まれる空
間の体積よりも、板バネ１３'，辺壁部１９２及び平坦部１９０ａ等で囲まれる空間の体
積の方を大きくすることができる。その結果、当該空間の大気圧を上昇させることができ
、ひいては板バネ１３'と板バネ平坦部１９０ｂの隙間などから接着剤が浸透するのを防
ぐことができる。
【００４２】
　なお、本実施形態では、板バネ平坦部１９０ｂは、板バネ１３'を接着剤で固定するた
めの固定部の一例として機能している。そして、上述した辺壁部１９２は、この板バネ平
坦部１９０ｂの近傍に形成されているとともに、板バネ平坦部１９０ｂから光軸方向に向
かって傾斜する傾斜面を有している。したがって、辺壁部１９２は、板バネ平坦部１９０
ｂに塗布した接着剤の拡散を防ぐ拡散防止手段の一例として機能する。
【００４３】
　図５は、拡散防止手段の他の例を説明するための図である。
【００４４】
　図５（ａ）においては、平坦部１９０ａに、溝形状の接着剤浸透防止溝１９５が形成さ
れている。図５（ａ）におけるＸ－Ｘ'の断面で見ると、図５（ｂ）のとおりである。平
坦部１９０ａに接着剤浸透防止溝１９５を形成することによって、レンズ駆動装置１内の
空間体積を大きくすることができる。換言すれば、板バネ１３'，辺壁部１９２及び平坦
部１９０ａ等で囲まれる空間の体積よりも、板バネ１３'，辺壁部１９２，接着剤浸透防
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止溝１９５及び平坦部１９０ａ等で囲まれる空間の体積の方を大きくすることができる。
その結果、当該空間の大気圧を上昇させることができ、ひいては板バネ１３'と板バネ平
坦部１９０ｂの隙間などから接着剤が浸透するのを防ぐことができる。
【００４５】
　このように、辺壁部１９２を傾斜させるとともに（テーパ形状にするとともに）、接着
剤浸透防止溝１９５を設けることによって、接着剤の浸透をより効果的に防止することが
できる。
【００４６】
　なお、上述した接着剤浸透防止溝１９５は、上述した板バネ平坦部１９０ｂの近傍に形
成されているとともに、板バネ平坦部１９０ｂに塗布した接着剤の拡散を防ぐ拡散防止手
段の一例として機能する。
【００４７】
　また、拡散防止手段として、接着剤浸透防止溝１９５を設けるのみとしてもよいし、辺
壁部１９２を傾斜させるのみとしてもよい。また、辺壁部１９２の形状や傾斜角度の如何
は問わない。例えば、図４（ｂ）や図５（ａ）においては平面形状となっているが、Ｒ面
形状としても構わない。
【００４８】
　また、接着剤浸透防止溝１９５は、その大きさ・数・形状・形成場所などの如何を問わ
ない。ただし、形成場所としては、板バネ１３'の下部分にくるように設けるのが好まし
い。接着剤浸透防止溝１９５の形成場所につき、図６を用いて詳述する。
【００４９】
　図６は、板バネ１３'がホルダ受け１９に取り付けられている様子を示す図である。
【００５０】
　なお、ホルダ受け１９には、突起部１９３及び溝部１９４が形成されており、突起部１
９３の外周に板バネ１３'の内枠１３'ｃが接することで、板バネ１３'が位置決めされる
ようになっている。
【００５１】
　図６において、板バネ１３'は、板バネ平坦部１９０ｂ（図５（ａ）に図示）に接着さ
れる枠体１３'ａと、この枠体１３'ａの内周に設けられた内枠１３'ｃと、枠体１３'ａと
内枠１３'ｃに掛け渡されたアーム部１３'ｂと、を備えており、接着剤浸透防止溝１９５
は、枠体１３'ａとアーム部１３'ｂとの付け根近傍に形成されている。これによって、枠
体１３'ａからアーム部１３'ｂを伝って、接着剤が内部へ浸透してくることを、効果的か
つ簡易に防止することができる。
【００５２】
　なお、図６では、対称位置に２本のアーム部１３'ｂが存在するため（そのうち１本の
アーム部１３'ｂのみを図示している）、２個の接着剤浸透防止溝１９５を設けているが
、例えば４本のアーム部１３'ｂが存在すれば、それに応じて４個の接着剤浸透防止溝１
９５を設けることが好ましい。これにより、各アーム部１３'ｂを伝って、接着剤が浸透
してくることをより確実に防ぐことができる。
【００５３】
　また、図６において、枠体１３'ａに切り欠き部を設けても構わない。すなわち、アー
ム部１３'ｂの先端に支持体取付部が形成されていてもよい。
【００５４】
　また、図示しないが、枠体１３'ａを備えていなくてもよく、内枠１３'ｃとアーム部１
３'ｂとで構成し、アーム部１３'ｂの外側端部（内枠１３'ｃに取り付けられていない方
）をホルダ受け１９に取り付けてもよい。この場合、アーム部１３'ｂの外側端部の近傍
に、辺壁部１９２及び接着剤浸透防止溝１９５で囲まれる空間を形成する。このような板
バネによれば、枠体を形成する必要がないため、部品のコストを下げることができる。
【００５５】
　さらに、図４及び図５では、接着剤を注入する接着剤注入溝１９ａとして、ホルダ受け
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１９（及びケース１１の端部）に８個形成された場合を考えているが、例えばカバー１０
（及びケース１１の端部）にも８個形成され、全部で１６個の接着剤注入溝１９ａが形成
されていてもよい。したがって、この場合には、カバー１０に、テーパ状の辺壁部や接着
剤浸透防止溝が形成されることになる。
【００５６】
　ただし、一般的に、スリーブ１９はホルダ受け１９側に押し付けられているため、スリ
ーブ１９とカバー１０との間隔より、スリーブ１９とホルダ受け１９の間隔の方が狭くな
っている。したがって、図４や図５で示したように、ホルダ受け１９にテーパ状の辺壁部
１９２や接着剤浸透防止溝１９５を設け、内部空間の体積を大きくすることによって、レ
ンズ駆動装置１内への接着剤の浸透をより効果的に防ぐことができる。
【００５７】
［実施形態の効果］
　本実施形態に係るレンズ駆動装置１によれば、拡散防止手段として、ホルダ受け１９に
テーパ状の辺壁部１９２や接着剤浸透防止溝１９５を設けることによって、不必要な接着
剤が毛細管現象等で装置内に浸透するのを防ぐことができ、ひいてはストロークの減少，
ばね定数の変化又は可動時のチルト増大といった性能低下を防ぐことができる。
【００５８】
　特に、枠体１３'ａとアーム部１３'ｂとの付け根近傍に接着剤浸透防止溝１９５を設け
ることで、アーム部１３'ｂを伝って接着剤が浸透することを効果的に防止することがで
きる。
【００５９】
　なお、以上説明したレンズ駆動装置１は、カメラ付き携帯電話機の他にも、様々な電子
機器に取り付けることが可能である。例えば、ＰＨＳ，ＰＤＡ，バーコードリーダ，薄型
のデジタルカメラ，監視カメラ，車の背後確認用カメラ，光学的認証機能を有するドア等
である。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明に係るレンズ駆動装置は、接着剤の浸透に起因した装置の性能低下を防ぐことが
可能なものとして有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施の形態に係るレンズ駆動装置の機械構成を示す断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るレンズ駆動装置の分解斜視図である。
【図３】レンズ駆動装置におけるホルダ受けの拡大図である。
【図４】拡散防止手段の一例を説明するための図である。
【図５】拡散防止手段の他の例を説明するための図である。
【図６】板バネがホルダ受けに取り付けられている様子を示す図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　レンズ駆動装置
　１０　カバー
　１１　ケース
　１３，１３'　板バネ
　１４，１４'　第１コイル，第２コイル
　１５　スリーブ
　１７　マグネット
　１８　入射窓
　１９　ホルダ受け
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